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３
月
定
例
会
は
２
月
27
日
か
ら
３
月
19
日
ま
で
開
催
さ
れ
、
執
行
部

か
ら
一
般
会
計
77
億
2
1
0
0
万
円
を
含
む
当
初
予
算
な
ど
32
議
案
及

び
議
員
が
提
案
し
た
条
例
１
議
案
が
全
会
一
致
で
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

　
予
算
審
議
に
お
い
て
早
島
駅
前
に
ぎ
わ
い
交
流
拠
点
管
理
運
営
事
業
、

小
学
校
体
育
館
建
て
替
え
に
向
け
た
基
本
計
画
な
ど
、
活
発
な
質
疑
が

行
わ
れ
ま
し
た
。

早島駅前にぎわい交流拠点施設の指定管理者が決定
【指定管理者】
　早島駅前賑わいづくり共同事業体　株式会社エヌ・シー・ピー
【指定期間】
　令和８年４月１日から令和13年３月31日
【指定管理料】
　64,842,100円

令和8年度予算、全会一致で可決

【早島駅前にぎわい交流拠点施設指定管理選定委員会】
意見書要旨
•JRと連携をしながら、継続的なイベントを実施し、特に若年層に向けた

PRを行ってほしい。
•貸館の空き時間などを中高生の自習室として開放するなど施設の有効活用

を検討してほしい。
•観光センター内で物販を行う際に、早島町の物を充て早島町ならではの運

営を行ってほしい。
•町と指定管理者の連携を強化し、町民の想いを反映させてほしい。
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３月定例会で審議された主な議案

副
町
長
に

平
松
真
典
氏
を
選
任

　
３
月
定
例
会
最
終
日
、
町
長
は
空
席
と
な
っ
て

い
た
副
町
長
と
し
て
平
松
真
典
氏
の
就
任
の
人
事

案
を
全
会
一
致
で
同
意
。

　
平
松
氏
の
任
期
は
令
和
８
年
４
月
１
日
か
ら
。

地
方
自
治
の
振
興
発
展
に

寄
与
貢
献
、
表
彰
状
を
授
与

　
古
田
敬
司
議
員
、
真
鍋
和
崇
議
員
が
岡
山

県
町
村
議
会
議
長
会
か
ら
15
年
以
上
の
永
き

に
わ
た
り
、
地
方
自
治
の
振
興
発
展
に
寄
与

貢
献
の
功
績
に
対
し
、
表
彰
状
が
授
与
さ
れ

ま
し
た
。

議　案　名 内　　　容
早島駅前にぎわい交流拠点施設の指定管理者
の指定について

早島駅駅舎、観光センター、駅前第１、第２、第３駐
車場の指定管理を行う事業者を選定するもの

早島町道路線の認定について 早島駅南口のロータリー及び南北自由通路を町道とし
て認定するもの

令和７年度早島町一般会計補正予算（第10号）
について

庁舎の非常用発電機の更新及び電力引き込み用の高圧
ケーブルの更新を行うもの

早島町地域福祉センターの指定管理者の指定
について

早島町地域福祉センターの指定管理を行う事業者を選
定するもの

令和８年度早島町一般会計予算について

質疑の詳細はP4〜P5に掲載

令和８年度早島町国民健康保険特別会計予算
について

令和８年度早島町後期高齢者医療特別会計予
算について

令和８年度早島町介護保険特別会計（保険事
業勘定）予算について

令和８年度早島町介護保険特別会計（介護サ
ービス事業勘定）予算について

令和８年度早島町水道事業会計予算について

令和８年度早島町公共下水道事業会計予算に
ついて

副町長の選任について 令和８年４月１日からの副町長の就任認めるもの

早島町不当要求行為等防止対策条例の制定に
ついて

不当要求や威圧行為から職員を守り、公正な行政運営
を確保するための条例を制定するもの
※詳細はP16へ掲載
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【
令
和
７
年
度
一
般
会
計
補
正
予
算
】

工
事
管
理

Q
繰
越
明
許
費
が
多
い
が
、
工
程

表
は
示
さ
れ
る
の
か
。

🄰
繰
越
は
単
年
度
で
完
了
で
き
な

い
事
業
に
対
応
す
る
も
の
。
資

料
の
求
め
が
あ
れ
ば
提
示
す
る
。
工
程

表
に
つ
い
て
は
担
当
課
と
協
議
す
る
。

Q
繰
越
が
続
く
原
因
は
何
か
。

🄰
農
林
に
関
す
る
事
業
は
、
降
雨

や
農
繁
期
の
影
響
に
加
え
、
技

術
職
員
の
不
足
や
業
務
の
集
中
が
影
響

し
て
い
る
。
人
員
確
保
に
努
め
て
い
る

が
不
足
し
て
お
り
、対
策
を
検
討
す
る
。

Q
技
術
職
員
の
体
制
は
十
分
か
。

🄰
定
数
は
設
け
て
い
な
い
が
、
採

用
を
進
め
て
い
る
。
一
方
で
退

職
も
あ
り
不
足
し
て
い
る
状
況
で
あ

る
。
今
後
の
対
応
を
検
討
す
る
。

ふ
る
さ
と
納
税
の
活
用

Q
ふ
る
さ
と
納
税
は
経
常
経
費
と

は
別
枠
管
理
す
べ
き
で
は
。

🄰
現
時
点
で
は
従
来
の
運
用
と
し

て
い
る
が
、
今
後
の
あ
り
方
に

つ
い
て
は
検
討
す
る
。

【
令
和
８
年
度
一
般
会
計
予
算
】

ふ
る
さ
と
納
税

Q
令
和
８
年
度
に
４
億
円
と
見
込

む
根
拠
は
。

🄰
令
和
７
年
度
は
寄
附
が
伸
び
悩

み
、
約
２
億
5
︐0
0
0
万
円

見
込
み
だ
が
、
最
終
的
に
３
億
円
を
目

標
と
し
て
い
る
。
減
少
要
因
は
、
備
蓄

米
流
通
に
よ
る
価
格
下
落
や
、
シ
ャ
イ

ン
マ
ス
カ
ッ
ト
の
出
荷
時
期
ず
れ
に
よ

る
寄
附
減
少
で
あ
る
。
令
和
８
年
度
は

市
場
環
境
の
改
善
や
、
お
米
の
定
期
便

な
ど
新
た
な
手
法
を
実
施
す
る
予
定
で

あ
り
、
過
去
実
績
（
約
４
億
円
）
を
踏

ま
え
同
水
準
を
見
込
ん
で
い
る
。

空
き
家
等
利
活
用
助
成
金

Q
空
き
家
等
利
活
用
助
成
金
が
前

年
度
よ
り
減
額
と
な
っ
た
理
由

と
制
度
の
周
知
方
法
は
。

🄰
令
和
７
年
度
は
申
請
な
し
。
令

和
７
年
度
と
は
別
の
補
助
制
度

を
活
用
す
る
た
め
、２
件
分
1
2
0
万

円
を
計
上
。
周
知
は
行
っ
て
い
る
が
、

令
和
７
年
度
の
申
請
が
無
か
っ
た
こ
と

か
ら
、広
報
紙
の
活
用
等
も
検
討
す
る
。

職
員
の
ス
キ
ル
ア
ッ
プ

Q
職
員
育
成
の
重
点
は
な
に
か
。

🄰
職
員
の
成
長
が
住
民
福
祉
の
向

上
に
つ
な
が
る
。
町
外
研
修
の

機
会
を
積
極
的
に
活
用
し
、
成
長
で
き

る
環
境
を
整
え
る
。

地
域
公
共
交
通

Q
令
和
８
年
度
は
現
行
運
行
か
、

そ
れ
と
も
見
直
し
を
行
う
の

か
。🄰

当
初
予
算
は
現
行
ど
お
り
で
計

上
し
て
い
る
。
今
後
、
地
域
公

共
交
通
計
画
の
中
で
検
討
を
進
め
、
内

容
が
固
ま
れ
ば
補
正
で
対
応
す
る
。

Q
倉
敷
方
面
と
の
接
続
な
ど
、
具

体
的
な
方
向
性
は
い
つ
示
さ
れ

る
の
か
。

🄰
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
か
ら
ニ
ー
ズ

は
把
握
し
て
お
り
、
で
き
る
だ

け
早
期
に
方
向
性
を
示
し
た
い
が
、
現

時
点
で
は
検
討
中
で
あ
る
。

タ
ク
シ
ー
チ
ケ
ッ
ト

Q
１
回
あ
た
り
の
使
用
枚
数
は
何

枚
ま
で
に
な
る
の
か
。

🄰
年
間
交
付
枚
数
の
範
囲
内
で
あ

れ
ば
、１
回
の
乗
車
で
何
枚
で

も
使
用
可
能
と
す
る
。

Q
今
後
も
そ
の
方
針
で
継
続
す
る

の
か
。

🄰
今
年
度
は
暫
定
措
置
。
来
年
度

以
降
は
公
共
交
通
全
体
の
見
直

し
の
中
で
、
制
度
の
在
り
方
を
検
討
す

る
。Q

事
業
費
が
約
1
︐8
0
0
万
円

か
ら
3
︐2
0
0
万
円
へ
増
額

し
た
理
由
は
。

🄰
使
用
制
限
枚
数
の
撤
廃
に
よ

る
利
用
増
加
を
見
込
ん
だ
。
対

象
者
が
十
分
に
活
用
で
き
る
よ
う
最
大

限
の
利
用
す
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
算

出
し
た
。

公
共
施
設
再
編

Q
体
育
館
や
調
理
場
な
ど
実
現
可

能
な
事
業
に
集
中
す
べ
き
で

は
。🄰

優
先
順
位
に
基
づ
き
重
点
的
に

進
め
る
。
体
育
館
は
建
て
替
え

が
必
要
と
判
断
し
て
お
り
、
優
先
的
に

取
り
組
む
。

Q
小
中
一
貫
校
や
施
設
配
置
の
考

え
方
は
。

🄰
小
中
一
貫
校
は
現
時
点
で
困
難

と
判
断
。
小
中
学
校
と
も
現
地

を
基
本
に
整
備
を
検
討
す
る
。

Q
体
育
館
は
単
体
整
備
か
、
プ
ー

ル
と
一
体
整
備
か
。

【
予
算
審
査
常
任
委
員
会
】

 

主
な
質
疑

4早島町議会だより　No.92

予算審査常任委員会



🄰
現
時
点
で
は
未
定
。
規
模
や
機

能
、
プ
ー
ル
の
扱
い
も
含
め
今

後
検
討
す
る
。
プ
ー
ル
の
授
業
に
つ
い

て
は
、民
間
施
設
の
活
用
も
検
討
す
る
。

各
種
委
員
の
報
酬

Q
監
査
委
員
や
農
業
委
員
な
ど
の

非
常
勤
特
別
職
職
員
の
報
酬
を

改
定
す
る
べ
き
で
は
。

🄰
近
隣
自
治
体
と
比
較
し
て
報
酬

に
大
き
な
差
は
な
い
。
見
直
し

は
現
時
点
で
は
検
討
し
て
い
な
い
が
、

物
価
高
騰
や
賃
金
上
昇
を
ふ
ま
え
、
今

後
の
課
題
と
し
て
検
討
す
る
。

計
画
策
定
委
託
料
の
増
加

Q
民
生
費
関
連
で
計
画
策
定
委
託

料
が
多
額
に
な
っ
て
い
る
が
問

題
で
は
な
い
か
。

🄰
法
定
計
画
等
で
策
定
が
必
要
な

も
の
が
多
く
、
年
度
が
重
な
る

と
業
務
負
担
も
増
大
す
る
。
今
後
は
計

画
の
必
要
性
や
効
率
的
な
策
定
手
法
、

経
費
抑
制
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
く
。

民
間
学
童
保
育
施
設
へ
の
支
援

Q
民
間
学
童
へ
の
補
助
は
ど
の
よ

う
な
内
容
か
。

🄰 

町
内
の
民
間
学
童
施
設
に
対
し

運
営
補
助
を
新
設
。
早
島
小
学

校
児
童
１
人
あ
た
り
月
5
︐0
0
0
円
、

８
月
は
１
万
円
を
補
助
す
る
仕
組
み

で
、
最
大
25
人
分
を
見
込
ん
で
い
る
。

補
助
水
準
は
町
の
留
守
家
庭
児
童
会
の

保
育
料
の
水
準
と
同
等
。

農
機
具
導
入
支
援
補
助
金

Q 

農
機
具
導
入
支
援
補
助
金
の
内

容
は
。

🄰
町
内
の
農
業
者
・
法
人
を
対
象

に
、
30
万
円
以
上
の
農
機
具
購

入
費
を
補
助
す
る
。
ト
ラ
ク
タ
ー
や
田

植
え
機
、
乾
燥
機
な
ど
が
対
象
で
、
中

古
は
耐
用
年
数
４
年
以
上
が
条
件
。
補

助
上
限
は
1
0
0
万
円
で
、
認
定
農
業

者
等
に
は
上
乗
せ
も
検
討
。３
件
分
と

し
て
3
0
0
万
円
を
計
上
し
て
い
る
。

水
路
の
し
ゅ
ん
せ
つ

Q
ど
の
地
点
の
調
査
を
す
る
予
定

か
。

🄰
令
和
７
年
度
に
調
査
は
実
施
。

そ
の
結
果
を
踏
ま
え
作
業
の
効

果
が
大
き
い
と
考
え
ら
れ
る
場
所
か
ら

作
業
を
実
施
。

学
校
図
書
館
の
充
実

Q 

小
中
学
校
の
図
書
購
入
費
が
毎

年
80
万
～
90
万
円
程
度
に
と
ど

ま
っ
て
い
る
。
物
価
上
昇
や
蔵
書
の
老

朽
化
を
踏
ま
え
、
予
算
を
見
直
す
べ
き

で
は
な
い
か
。

🄰
図
書
の
重
要
性
や
更
新
す
る
冊

数
減
少
の
課
題
は
認
識
し
て
い

る
。
基
準
も
踏
ま
え
つ
つ
、
今
後
検
討

し
て
い
く
。

不
登
校
支
援

Q
不
登
校
支
援
と
し
て
の
「
ふ
れ

あ
い
教
室
」
は
重
要
な
居
場
所

だ
が
、
保
護
者
や
子
ど
も
へ
の
周
知
が

十
分
と
は
い
え
な
い
の
で
は
な
い
か
。

体
験
利
用
な
ど
も
含
め
、
周
知
を
強
化

す
べ
き
で
は
。

🄰
不
登
校
は
重
要
課
題
と
認
識
し

て
お
り
、
校
内
外
で
支
援
体
制

を
整
え
て
い
る
。
ふ
れ
あ
い
教
室
も
活

用
さ
れ
て
い
る
が
、
今
後
は
周
知
に
つ

い
て
学
校
と
連
携
し
対
応
し
て
い
く
。

有
料
広
告
掲
載
に
よ
る
収
入
確
保

Q 

有
料
広
告
掲
載
に
つ
い
て
、
過

去
に
町
長
が
拡
充
に
取
り
組
む

と
答
弁
し
て
い
た
が
、
そ
の
後
の
状
況

は
ど
う
か
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
ま
た
、
早
島
駅
の
交
流
拠
点
な
ど
新

た
な
媒
体
を
活
用
し
、
広
告
収
入
の
確

保
を
図
る
べ
き
で
は
な
い
か
。

🄰
広
告
収
入
は
重
要
で
あ
り
、
増

加
に
取
り
組
む
必
要
が
あ
る
と

認
識
し
て
い
る
。　
　
　
　
　
　
　
　

　
今
後
は
、
早
島
駅
の
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル

も
踏
ま
え
、
イ
ベ
ン
ト
等
も
含
め
て
広

告
活
用
を
進
め
て
い
く
。

【
令
和
８
年
度
国
民
健
康
保
険
特
別

会
計
予
算
】

国
民
健
康
保
険
税
の
負
担
増
加

Q
国
保
税
率
は
据
え
置
き
と
の
こ

と
だ
が
、
新
た
に
子
ど
も
・
子

育
て
支
援
金
が
課
さ
れ
る
。１
人
あ
た

り
の
負
担
額
は
ど
の
程
度
か
。

🄰
１
人
あ
た
り
月
額
2
2
5
円
の

負
担
と
な
る
。

【
令
和
８
年
度
後
期
高
齢
者
医
療
特

別
会
計
予
算
】

Q
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
の
引

き
上
げ
に
つ
い
て
、
後
期
高
齢

者
医
療
広
域
連
合
に
お
い
て
年
間
約
１

万
８
︐０
０
０
円
の
値
上
げ
案
が
示
さ

れ
た
が
、
基
金
の
活
用
や
激
変
緩
和
措

置
を
県
へ
要
望
す
る
べ
き
で
は
。

🄰
保
険
料
は
約
１
万
8
︐0
0
0

円
の
大
幅
引
き
上
げ
案
と
な
っ

て
お
り
、
住
民
負
担
は
重
い
と
認
識
し

て
い
る
。
本
町
と
し
て
は
、
広
域
連
合

の
議
論
を
注
視
し
つ
つ
、
保
健
事
業
の

推
進
や
医
療
費
適
正
化
に
取
り
組
む
。

　
あ
わ
せ
て
、
制
度
改
定
に
つ
い
て
住

民
へ
丁
寧
に
説
明
し
て
い
く
。

Q
他
自
治
体
で
は
要
望
等
を
行
っ

て
い
る
が
、
町
と
し
て
具
体
的

な
行
動
は
。

🄰
近
隣
自
治
体
と
は
情
報
交
換
を

行
っ
て
い
る
。
必
要
が
あ
れ
ば

要
望
を
出
す
準
備
は
あ
る
。
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【
早
島
町
特
定
乳
児
等
通
園
支
援

事
業
の
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定

め
る
条
例
】

Q
月
10
時
間
以
内
と
い
う
こ
と
だ

が
、
市
町
村
独
自
で
時
間
枠
を

広
げ
る
事
は
で
き
る
の
か
。

🄰
10
時
間
超
え
を
妨
げ
る
も
の
で

は
な
い
が
、
給
付
は
10
時
間
ま

で
し
か
支
払
い
が
で
き
な
い
。

Q
来
年
、
か
ん
だ
保
育
園
の
建
て

替
え
工
事
が
始
ま
る
が
、
教
室

不
足
、
駐
車
場
な
ど
工
事
で
制
限
さ
れ

る
こ
と
は
な
い
か
。

🄰
一
時
預
か
り
の
部
屋
を
使
用
す

る
た
め
、
建
て
替
え
に
は
支
障

な
い
。
ま
た
、駐
車
場
等
に
つ
い
て
は
、

保
護
者
や
保
育
園
と
協
議
し
、
安
全
確

保
に
努
め
る
。

陳
情
２
件
を
全
会
一
致
で
採
択

〇
陳
情
第
35
号

　
最
高
裁
判
決
に
基
づ
き
全
て
の
生
活

保
護
利
用
者
に
対
す
る
速
や
か
な
被
害

回
復
措
置
を
求
め
る
意
見
書
提
出
を
求

め
る
陳
情

（
提
出
者
の
意
見
陳
述
を
受
理
）

�

【
採
択
】

〇
陳
情
第
36
号

　
国
立
病
院
の
機
能
強
化
を
求
め
る
陳

情�

【
採
択
】

指
定
管
理
者
に
「
早
島
駅
前
賑
わ
い
づ
く
り

共
同
事
業
体 

株
式
会
社
エ
ヌ
・
シ
ー
・
ピ
ー
」

を
指
定�

【
総
務
産
業
常
任
委
員
会
】

早
島
町
特
定
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
の
運
営

に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
の
制
定
等
５

議
案
を
全
員一致
で
可
決�【
こ
ど
も
・
福
祉
常
任
委
員
会
】

早
島
駅
前
に
ぎ
わ
い
交
流
拠
点
施

設
の
指
定
管
理
者
の
指
定
他
、３

議
案
に
つ
い
て
は
全
会
一
致
で
可

決
す
べ
き
も
の
と
決
し
ま
し
た
。

●
早
島
駅
前
に
ぎ
わ
い
交
流
拠
点
施
設

の
指
定
管
理
者
の
指
定

Q
公
募
時
点
で
は
７
月
に
な
っ
て

い
た
が
、
何
故
４
月
１
日
で
の

契
約
に
な
っ
た
の
か
。

🄰
協
議
の
結
果
、
前
倒
し
、
施
設

の
一
部
機
能
を
開
始
し
、
貸
館

業
務
は
７
月
１
日
と
す
る
。

Q
観
光
セ
ン
タ
ー
の
営
業
は
切
れ

目
の
な
い
よ
う
人
員
配
置
等
を

お
願
い
し
た
い
。

🄰
今
後
、
ス
タ
ッ
フ
と
具
体
的
内

容
を
協
議
し
切
れ
目
の
な
い
よ

う
行
う
。

●
早
島
町
職
員
定
数
条
例
の
一
部
を
改

正

Q
職
員
定
数
1
2
0
人
の
内
、
町

長
事
務
部
員
は
何
人
か
。

🄰　
現
在
65
人
、
今
年
４
月
に
採

用
を
予
定
し
て
お
り
、
全
体
の

定
数
の
中
で
調
整
す
る
。

●
早
島
町
の
議
会
の
議
員
及
び
長
の
選

挙
に
お
け
る
選
挙
運
動
の
公
費
負
担
に

関
す
る
条
例
の
一
部
改
正

Q
公
職
選
挙
法
施
行
令
の
一
部
改

正
は
認
識
す
る
が
、
看
板
な
ど

事
前
準
備
費
用
の
公
費
負
担
は
。

🄰
公
費
負
担
の
対
象
期
間
は
選
挙

運
動
期
間
に
限
ら
れ
て
い
る
。

○
請
願
第
１
号

早
島
町
政
に
つ
い
て

「
主
な
意
見
」

継
続
審
議
と
な
っ
た
経
過
を
踏
ま
え
、

項
目
が
多
岐
に
わ
た
り
、
一
括
採
決
に

は
無
理
が
あ
る
。

�

【
全
会
一
致
で
不
採
択
】

 

主
な
質
疑
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実
施
し
て
い
る
が
、
未

整
備
の
部
分
が
多
数
あ

る
の
が
現
状
。

　
路
肩
や
法
面
整
備
と

同
時
に
転
落
防
止
柵
設

置
な
ど
、
総
合
的
な
整

備
に
努
め
て
い
き
た
い
。

問　
昨
年
度
、
二
間
川

筋
の
道
路
調
査
を
実
施

し
て
い
る
が
、
そ
の
結
果

と
今
後
ど
の
よ
う
な
対

策
を
考
え
て
い
る
の
か
。

答　
町
長　
二
間
川
筋

は
町
の
東
西
の
交
通
を

受
け
持
つ
重
要
路
線
で

あ
る
が
、
現
状
の
幅
員

が
狭
く
、
車
両
通
行
に

不
便
が
生
じ
て
い
る
と

認
識
し
て
い
る
。

　
特
に
二
か
所
の
県
道

と
の
交
差
点
部
分
に
は

対
策
を
講
じ
る
必
要
が

あ
る
。

答　
都
市
整
備
部　
交

差
点
部
分
の
水
路
内
へ

の
電
柱
移
設
、
ボ
ッ
ク

ス
カ
ル
バ
ー
ト
に
よ
る

暗
渠
化
な
ど
の
検
討
を

行
っ
た
。
令
和
８
年
度

で
詳
細
な
工
法
検
討
な

ど
、
実
現
に
向
け
て
進

め
て
い
く
。

問　
水
路
整
備
の
予
算

は
町
内
一
円
ど
こ
も
同

じ
水
路
と
し
て
一
括
計

上
し
て
い
る
が
、
市
街

化
区
域
、
農
業
振
興
地

域
な
ど
、
地
域
や
用
途

を
明
確
に
し
た
箇
所
の

整
備
計
画
で
実
施
す
べ

き
。

答　
町
長　
農
業
用
水

路
も
住
宅
地
の
雨
水
排

水
路
も
同
じ
水
路
と
し

て
予
算
計
上
し
て
い
る
。

水
路
の
役
割
に
応
じ
た

予
算
費
目
で
計
上
し
、

整
備
す
る
の
が
望
ま
し

い
と
認
識
し
て
い
る
。

　
汐
入
川
排
水
機
場
改

修
に
伴
い
、
水
路
浚
渫

も
推
進
し
、
防
災
力
の

強
化
に
も
努
め
て
い
き

た
い
。

子
ど
も
た
ち
に
、
町

が
取
り
組
む
各
種

事
業
を
認
識
し
て

も
ら
い
、
ふ
る
さ
と

愛
を
育
む
教
育
を

問　
町
が
実
施
す
る
給

食
費
・
医
療
費
の
無
償

化
を
は
じ
め
、
小
学
校

入
学
時
の
ラ
ン
ド
セ
ル

の
プ
レ
ゼ
ン
ト
や
、
高

校
受
験
の
中
三
生
へ
の

イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
接
種

補
助
な
ど
、
ど
こ
の
自

治
体
に
も
負
け
な
い
優

し
い
子
育
て
支
援
を
、

子
ど
も
達
は
ど
う
認
識

し
て
い
る
の
か
。

答　
教
育
長　
子
ど
も

達
は
身
近
な
と
こ
ろ
で

感
じ
て
い
る
と
思
う
。

今
後
も
、
子
ど
も
達
が

早
島
で
の
教
育
を
通
じ

て
、
早
島
で
育
っ
た
こ
と

を
誇
り
に
思
い
郷
土
愛

を
育
む
こ
と
が
で
き
る

よ
う
取
り
組
ん
で
い
く
。

問　
「
自
分
た
ち
が
生

ま
れ
育
っ
た
ふ
る
さ
と

早
島
町
は
す
ば
ら
し
い

ま
ち
、
子
育
て
に
も
優

し
い
ま
ち
」
と
い
う
意

識
を
持
ち
、
こ
れ
か
ら

も
住
み
続
け
た
い
。
結

婚
し
て
子
育
て
す
る
な

ら
早
島
に
帰
ろ
う
。
そ

う
い
っ
た
ふ
る
さ
と
を

愛
す
る
心
が
将
来
的
に

少
子
化
や
人
口
減
少
に

少
し
で
も
歯
止
め
が
か

か
る
と
思
う
。

　
ぜ
ひ
と
も
早
島
町
を

愛
す
る
心
を
持
っ
た
人

間
に
な
れ
る
よ
う
教
育

を
し
て
も
ら
い
た
い
。

答　
教
育
長　
早
島
町

で
育
っ
た
子
ど
も
が
町

の
こ
と
を
よ
く
知
り
、

進
学
や
就
職
で
町
外
へ

出
て
も
、
最
終
的
に
早

島
に
、
住
み
続
け
た
い

と
思
え
る
子
ど
も
達
に

な
っ
て
も
ら
え
る
よ

う
、
そ
の
教
育
に
邁
進

し
て
い
き
た
い
。

問 道路舗装・路面標示ラインの老朽化が
補修されないまま放置されている

答 令和８年度予算も増額し、維持補修
に力点を置き対応していく

道
路
・
水
路
の
整

備
を
計
画
的
か
つ

早
急
に
実
施
す
る

よ
う
求
め
る 

問　
町
内
の
住
宅
地
近

辺
の
道
路
で
も
、
路
肩

部
分
や
法
面
に
雑
草
が

生
い
茂
っ
て
い
る
の
が

見
受
け
ら
れ
る
。
コ
ン

ク
リ
ー
ト
ブ
ロ
ッ
ク
な

ど
に
よ
る
改
良
を
行

い
、
快
適
な
生
活
空
間

の
創
設
。
ま
た
、
水
路

等
の
転
落
防
止
柵
の
な

い
箇
所
等
早
急
に
実
施

す
べ
き
。

答　
都
市
整
備
部　
宅

地
化
に
伴
う
道
路
側
溝

な
ど
の
整
備
や
、
狭
あ

い
道
路
の
路
肩
整
備
を

片岡正夫 議員

　　YouTube
一般質問の様子はこちら
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を
進
め
て
い
く
。

　
　
　
提
案
と
し
て
高

齢
者
の
児
童
館
、
い
わ

ゆ
る
た
ま
り
場
を
検
討

さ
れ
て
は
い
か
が
か
。

介
護
予
防
活
動
、
自
治

体
系
の
地
域
交
流
サ
ロ

ン
や
体
操
や
ダ
ン
ス
の

で
き
る
ス
ペ
ー
ス
や
地

域
で
の
認
知
症
予
防
へ

の
取
り
組
み
、
そ
の
よ

う
な
こ
と
が
で
き
る
施

設
を
設
置
し
て
み
て
は

い
か
が
か
。

舩越健一 議員

問　
町
民
か
ら
タ
ク
シ

ー
チ
ケ
ッ
ト
が
使
い
に

く
い
と
再
三
指
摘
さ

れ
、
町
長
に
見
直
す
こ

と
を
常
々
要
望
し
て
き

た
。
タ
ク
シ
ー
チ
ケ
ッ

ト
を
フ
リ
ー
で
使
え
る

よ
う
に
す
べ
き
と
思
う

が
町
長
の
考
え
は
い
か

が
か
。

答　
町
長　
公
共
交
通

に
関
す
る
全
世
帯
ア
ン

ケ
ー
ト
調
査
に
お
い

問
令
和
８
年
度
に
お
い
て
は
タ
ク
シ
ー
チ
ケ
ッ
ト
の

使
用
を
フ
リ
ー
で
使
え
る
よ
う
に
で
き
な
い
の
か

答
フ
リ
ー
で
使
え
る
よ
う
に
変
更
す
る

公
共
交
通

問　
公
共
交
通
に
関
す

る
全
世
帯
ア
ン
ケ
ー
ト

調
査
を
受
け
て
の
町
民

の
要
望
が
、
何
を
求
め

て
い
る
の
か
を
町
長
は

ど
の
よ
う
に
認
識
さ
れ

た
の
か

答　
町
長　
町
外
へ
の

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
バ
ス
直

行
便
、
と
り
わ
け
中
庄

方
面
へ
の
運
行
の
早
期

導
入
を
非
常
に
望
ん
で

い
る
と
痛
感
し
た
。

　
公
共
交
通
に
お
け
る

重
要
な
課
題
と
し
て
今

年
度
以
降
取
り
組
む
べ

き
重
要
事
案
で
あ
る
と

認
識
し
た
。

問　
交
通
会
議
の
今
後

の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
と
結

論
を
い
つ
ま
で
に
示
し

て
い
く
の
か
。
ま
た
行

程
表
の
作
成
に
つ
い
て

の
考
え
を
聞
く
。

答　
町
長　
倉
敷
市
の

交
通
政
策
課
に
早
島
町

の
交
通
の
現
状
や
交
通

ア
ン
ケ
ー
ト
の
結
果
に

お
い
て
、
中
庄
駅
方
面

ま
で
の
路
線
を
希
望
す

る
意
見
が
多
く
あ
る
状

況
を
伝
え
、
今
後
、
倉

敷
市
と
早
急
に
協
議
を

進
め
て
い
く
。

福
祉
事
業

問　
早
島
町
の
現
在
の

高
齢
者
の
実
態
と
今
後

の
福
祉
事
業
の
考
え
を

聞
く

答　
町
長　
早
島
町
の

高
齢
者
の
現
状
と
し
て
75

歳
以
上
2
︐2
0
1
人
、

65
歳
以
上
3
︐4
5
1

人
、
高
齢
化
率
は
27
・

12
%
、
ま
た
65
歳
以

上
の
独
居
高
齢
者
世
帯

は
令
和
７
年
11
月
13
日

現
在
で
8
5
7
世
帯
、

全
世
帯
数
の
16
%
で
あ

る
。
ま
た
、
今
後
の
取

り
組
み
と
し
て
地
域
の

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
や

近
隣
住
民
に
よ
る
見
守

り
、
支
え
あ
い
、
生
活

支
援
、
サ
ー
ビ
ス
の
提

供
な
ど
高
齢
者
を
地
域

で
支
え
る
体
制
づ
く
り

て
、
タ
ク
シ
ー
チ
ケ
ッ

ト
に
つ
い
て
は
一
回
の

乗
車
に
つ
き
利
用
で
き

る
チ
ケ
ッ
ト
の
枚
数
を

増
や
す
こ
と
を
希
望
す

る
方
が
約
３
割
で
、
自

動
車
の
運
転
免
許
が
な

い
方
、
ま
た
は
免
許
証

を
返
納
さ
れ
た
方
に
つ

い
て
は
４
割
を
超
え
、

さ
ら
に
送
迎
を
頼
め
る

人
が
い
な
い
方
で
は
５

割
を
超
え
て
い
る
。
令

和
８
年
度
に
お
い
て
は

１
回
の
乗
車
に
つ
い
て

の
利
用
制
限
を
緩
和
す

る
。

問　
令
和
８
年
度
４
月

か
ら
タ
ク
シ
ー
チ
ケ
ッ

ト
を
フ
リ
ー
で
使
え
る

よ
う
に
改
善
す
る
と
い

う
こ
と
か
。

答　
町
長　
令
和
８
年

度
フ
リ
ー
で
使
っ
て
い

た
だ
く
よ
う
に
決
定
す

る
。

　　YouTube
一般質問の様子はこちら

要
望
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町
の
住
民
に
つ
い
て

も
、
町
外
の
広
域
型
施

設
で
あ
れ
ば
入
所
が
可

能
で
あ
り
、
様
々
な
施

設
の
中
か
ら
自
ら
の
状

況
に
応
じ
た
施
設
を
選

択
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
入
所
は
申
込
順
で

は
な
く
、
必
要
性
の
高

い
者
が
優
先
さ
れ
る
仕

組
み
で
あ
り
、
包
括
支

援
セ
ン
タ
ー
を
中
心
に

情
報
提
供
を
行
い
、
利

用
者
の
状
況
に
応
じ
た

施
設
選
択
を
支
援
す
る

と
と
も
に
、
在
宅
生
活

が
可
能
な
限
り
継
続
で

き
る
よ
う
取
り
組
む
。

業
務
効
率
化

問　
倉
敷
市
で
は
セ
ル

フ
収
納
機
、
岡
山
市
で

は
オ
ン
ラ
イ
ン
手
続
、

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利

用
し
た
窓
口
混
雑
の
可

視
化
、
水
道
手
続
の
ワ

ン
ス
ト
ッ
プ
化
等
を
実

施
し
、
業
務
の
効
率
化

及
び
窓
口
の
混
雑
緩
和

に
取
り
組
ん
で
い
る
。

　
ま
た
、笠
岡
市
で
は
、

高
齢
者
に
配
布
し
て
い

る
タ
ク
シ
ー
料
金
助
成

券
と
し
て
、
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
カ
ー
ド
活
用
し
、

利
便
性
向
上
と
助
成
券

発
行
に
係
る
コ
ス
ト
を

削
減
し
て
い
る
。

　
近
隣
市
町
村
で
は
業

務
の
効
率
化
と
住
民
サ

ー
ビ
ス
の
向
上
が
図
ら

れ
て
い
る
が
、
早
島
町

と
し
て
の
対
応
は
。

答　
町
長　
デ
ジ
タ
ル

技
術
の
活
用
や
窓
口
業

務
の
見
直
し
に
よ
り
、

利
便
性
向
上
と
効
率
化

を
進
め
て
お
り
、
令
和

８
年
度
か
ら
は
「
書
か

な
い
窓
口
」
の
導
入
を

予
定
し
、
効
率
化
と
住

民
負
担
の
軽
減
に
つ
な

げ
る
。

問　
A
I
の
利
活
用
は

進
め
て
い
る
か
。

答　
町
長　
文
書
作
成

や
資
料
整
理
な
ど
の
補

助
ツ
ー
ル
と
し
て
活
用

し
、
業
務
効
率
化
を
図

る
こ
と
で
住
民
対
応
や

政
策
立
案
の
充
実
に
つ

な
げ
る
と
と
も
に
、
効

果
や
安
全
性
を
十
分
に

見
極
め
な
が
ら
慎
重
か

つ
適
切
に
活
用
す
る
。

高
齢
者
対
策

　
　
　
　
フ
レ
イ
ル
は

要
介
護
の
前
段
階
で
あ

り
、
重
篤
な
疾
病
に
つ

な
が
る
リ
ス
ク
が
高
い

こ
と
か
ら
予
防
の
取
組

が
重
要
で
あ
る
。

　
高
齢
者
は
、
家
族
に

迷
惑
を
か
け
て
し
ま
う

こ
と
を
不
安
視
し
て
い

る
。
高
齢
者
が
安
心
し

て
暮
ら
せ
る
環
境
整
備

と
、
フ
レ
イ
ル
予
防
の

取
り
組
み
の
充
実
を
。

　
ま
た
、
ご
み
出
し
が

困
難
な
高
齢
者
や
障
害

者
世
帯
へ
の
支
援
に
つ

い
て
も
、
単
身
世
帯
の

増
加
や
地
域
の
つ
な
が

り
の
希
薄
化
を
踏
ま

え
、
課
題
解
決
に
向
け

た
取
組
の
推
進
を
要
望

す
る
。

問 特別養護老人ホームの待機者の状
況と支援は

答 個々の状況に合わせた施設選びのため、
包括支援センターを中心に情報を提供

問　
老
後
に
自
宅
で
の

生
活
が
困
難
と
な
っ
た

場
合
で
も
、
安
心
し
て

暮
ら
せ
る
施
設
の
確
保

や
待
機
状
況
、支
援
は
。

答　
町
長　
特
別
養
護

老
人
ホ
ー
ム
へ
の
入
所

申
込
者
数
は
40
名
で
あ

り
、
県
内
に
は
2
3
6

施
設
、
早
島
町
が
属
す

る
県
南
西
部
圏
域
に
は

67
施
設
、
町
内
に
は
１

施
設
が
あ
る
。
利
用
率

は
県
全
体
で
95
・
9
％

と
高
い
水
準
に
あ
る
。

　
本
町
に
所
在
す
る
施

設
は
、
早
島
町
の
住
民

だ
け
で
な
く
、
倉
敷
市

や
岡
山
市
な
ど
町
外
の

者
も
入
居
で
き
る
広
域

型
施
設
で
あ
る
。
早
島

　　YouTube
一般質問の様子はこちら

要
望
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問　
高
齢
で
障
害
の
あ

る
方
を
乗
せ
た
車
両

が
、
期
日
前
投
票
の
た

め
に
役
場
駐
車
場
に
進

入
し
よ
う
と
し
た
際
、

マ
ラ
ソ
ン
大
会
開
催
中

で
あ
っ
た
た
め
に
駐
車

を
断
ら
れ
た
。

　
こ
れ
は
障
害
者
基
本

法
第
28
条
の
障
害
者
が

円
滑
に
投
票
で
き
る
よ

う
に
す
る
と
い
う
こ
と

に
対
し
て
の
配
慮
義
務

問
期
日
前
投
票
の
障
害
者
へ
の
配
慮
が
欠

け
て
い
る

答
投
票
に
来
ら
れ
た
方
の
ご
不
便
に
つ

い
て
お
わ
び
申
し
上
げ
る

は
「
す
べ
て
の
子
ど
も

が
英
語
を
話
せ
る
町
～

ス
ー
パ
ー
グ
ロ
ー
バ
ル

ス
ク
ー
ル
事
業
の
取
組

み
～
」
を
実
施
し
て
い

る
。
早
島
町
も
参
考
に

し
て
は
ど
う
か
。

答　

町
長　

町
の
児

童
・
生
徒
に
と
っ
て
英

語
教
育
は
、
こ
れ
か
ら

の
グ
ロ
ー
バ
ル
社
会
に

お
い
て
重
要
な
施
策
と

考
え
て
い
る
。

　
皆
さ
ん
が
英
語
に
親

し
み
、
日
常
的
に
英
語

に
触
れ
る
環
境
づ
く
り

に
つ
い
て
は
、
私
も
し

が
欠
け
て
い
る
の
で
は

な
い
か
。

答　

町
長　

今
回
の

選
挙
は
急
遽
実
施
さ
れ

た
。
す
で
に
大
会
の
準

備
は
進
ん
で
お
り
変
更

は
不
可
能
だ
っ
た
た
め
、

役
場
駐
車
場
へ
の
進
入

が
で
き
ず
、
反
省
す
べ

き
点
が
あ
っ
た
も
の
と

受
け
止
め
て
い
る
。

　
全
て
の
方
が
安
心
し

て
投
票
で
き
る
環
境
を

確
保
す
る
こ
と
は
重
要

で
あ
る
と
認
識
し
て
い

る
。

問　
当
日
、
車
椅
子
も

役
場
入
り
口
の
い
つ
も

の
場
所
に
な
か
っ
た
。

答　
町
長　
来
庁
者
用

の
車
椅
子
を
１
台
用
意

し
て
い
た
が
、
他
の
方

が
利
用
さ
れ
て
い
た
。

　
複
数
台
の
確
保
や
配

置
場
所
の
見
直
し
を
行

う
。

ト
イ
レ
の
洋
式
化

問　
ゆ
る
び
の
舎
１
階

の
多
目
的
ト
イ
レ
に
長

期
間
故
障
中
の
洗
浄
便

座
が
あ
る
。

答　
教
育
長　
可
能
な

限
り
速
や
か
に
新
し
い

物
に
す
る
。

問　
優
先
度
の
高
い
施

設
か
ら
順
に
洋
式
ト
イ

レ
へ
の
変
更
を
要
望
。

答　
町
長　
施
設
の
改

修
時
期
等
を
踏
ま
え
、

洋
式
化
を
計
画
的
に
進

め
た
い
と
考
え
て
い
る
。

問　
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
バ

ス
が
代
車
の
際
、
ス
テ

ッ
プ
が
な
い
の
で
高
齢

者
等
の
乗
降
時
の
補
助

を
要
望
す
る
。

答　
町
長　
身
体
状
況

等
に
よ
り
配
慮
を
要
す

る
方
は
、
社
協
が
実
施

し
て
い
る
福
祉
有
償
運

送
事
業
を
利
用
い
た
だ

き
た
い
。

教
育
の
充
実

問　
茨
城
県
の
境
町
で

　　YouTube
一般質問の様子はこちら

っ
か
り
と
考
え
て
い
き

た
い
と
思
っ
て
い
る
。

問　
給
食
で
箸
で
は
食

べ
に
く
い
食
材
（
丼
な

ど
）
の
時
は
食
べ
残
し

が
増
え
る
。

　
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
の
食
品
ロ

ス
の
観
点
か
ら
も
、
そ

う
い
っ
た
メ
ニ
ュ
ー
の

時
は
ス
プ
ー
ン
の
使
用

を
認
め
て
は
ど
う
か
。

答　
教
育
長　
食
事
の

マ
ナ
ー
を
身
に
つ
け
る

事
も
考
慮
の
上
で
、箸
、

ス
プ
ー
ン
の
ど
ち
ら
が

適
し
て
い
る
か
考
え
て

準
備
を
し
て
い
る
。

根木　一 議員
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ここが聞きたい! 一般質問

古田敬司 議員

整
備
対
応
方
針
が
示
さ

れ
た
が
、
全
体
の
整
備

計
画
、
グ
ラ
ン
ド
デ
ザ

イ
ン
を
含
め
た
優
先

順
、
国・県
の
交
付
金
、

補
助
金
活
用
な
ど
財
源

確
保
を
ど
う
す
る
の
か

明
確
な
説
明
が
な
か
っ

た
。

　
多
く
の
町
民
の
関
心

事
で
あ
り
、
駅
前
バ
イ

パ
ス
線
の
事
業
化
に
伴

う
今
後
の
対
応
に
つ
い

て
、
町
長
の
見
解
を
求

め
る
。

答　
町
長　
現
在
、
国

の
事
業
認
可
が
下
り
、

告
示
で
約
10
年
間
の
事

業
施
行
期
間
が
示
さ
れ

た
。
年
度
別
の
資
金
計

画
書
に
は
、
令
和
８
年

度
か
ら
令
和
９
年
度
に

お
い
て
測
量
及
び
試
験

費
を
計
上
さ
れ
て
い
る

こ
と
か
ら
、
工
事
発
注

の
た
め
の
設
計
調
査
費

な
ど
順
次
計
画
さ
れ
て

い
る
も
の
と
思
う
。

　
支
障
と
な
る
施
設
に

つ
い
て
は
、
県
の
事
業

計
画
と
連
動
を
図
り
な

が
ら
事
業
費
の
試
算
や

財
源
措
置
を
含
め
た
財

政
計
画
を
整
理
し
、
具

体
的
な
整
備
案
の
策
定

に
取
り
組
ん
で
い
く
。

答　
都
市
整
備
部　
こ

の
事
業
は
地
権
者
の
ご

理
解
と
ご
協
力
が
な
け

れ
ば
進
ま
な
い
。
町
と

し
て
は
県
に
対
し
、
ま

ず
は
地
権
者
の
方
々
に

事
業
に
着
手
す
る
こ
と

を
伝
え
て
、
早
い
時
期

に
説
明
会
の
開
催
を
お

願
い
し
て
い
る
。

小
浜
の
蔵
の
活
用

問　
住
民
か
ら
無
償
の

寄
付
を
受
け
て
既
に
10

年
が
経
過
し
て
い
る
。

こ
の
間
、
多
世
代
交
流

施
設
、
歴
史
民
俗
資
料

館
の
代
替
施
設
な
ど
の

活
用
案
の
検
討
が
さ
れ

て
き
た
が
、
未
だ
活
用

の
目
途
が
立
っ
て
い
な

い
。
当
局
か
ら
来
年
度

サ
ウ
ン
デ
ィ
ン
グ
を
実

施
す
る
旨
の
報
告
が
あ

っ
た
。
広
く
民
間
事
業

者
の
知
見
を
取
り
入
れ

て
多
様
な
ア
イ
デ
ア
を

収
集
す
る
こ
と
に
異
論

は
な
い
が
、
そ
も
そ
も

こ
の
建
物
は
耐
震
化
の

有
無
、
歴
史
的
建
造
物

な
の
か
、
資
産
価
値
に

つ
い
て
リ
フ
ォ
ー
ム
又

は
解
体
す
べ
き
か
、
当

局
と
し
て
見
極
め
る
必

要
が
あ
る
。

　

例
え
ば
建
物
を
解

体
・
整
地
し
、
お
休
み

場
と
し
て
あ
ず
ま
屋
と

か
公
衆
ト
イ
レ
の
設
置

を
検
討
す
る
な
ど
、
当

面
計
画
が
無
く
緊
急
性

が
な
い
の
で
あ
れ
ば
、

駐
車
場
と
し
て
整
備
す

る
の
も
一
案
で
は
な
い

か
。

答　
町
長　
現
時
点
で

は
具
体
的
な
活
用
方
針

を
定
め
る
に
は
至
っ
て

い
な
い
。
今
後
は
建
物

の
有
無
に
こ
だ
わ
ら
ず

提
案
い
た
だ
い
た
駐
車

場
と
し
て
の
活
用
も
含

め
、
具
体
的
な
方
策
を

定
め
て
い
き
た
い
。

問　
い
ず
れ
も
予
算
が

伴
う
こ
と
で
あ
り
、
財

源
措
置
も
考
慮
し
な
が

ら
、
当
局
と
し
て
し
っ

か
り
精
査
し
て
対
応
を

お
願
い
し
た
い
。

答　
町
長　
担
当
課
と

検
討
し
て
有
効
に
使
っ

て
い
き
た
い
。

問 駅前バイパス線の事業化、今後の
対応は

答 財政計画を整理し、整備案の策定
に取り組む

問　
町
長
は
所
信
で
、

か
ね
て
よ
り
岡
山
県
に

要
望
し
て
い
た
都
市
計

画
道
路
駅
前
バ
イ
パ
ス

線
の
一
定
区
間
の
事
業

化
が
見
込
ま
れ
て
い
る

と
述
べ
て
い
る
が
、
こ

の
事
業
計
画
に
つ
い
て

来
年
度
、
県
は
ど
の
程

度
の
予
算
を
組
み
全
体

計
画
を
予
定
し
て
い
る

の
か
。

　
今
後
、
民
間
住
宅
お

よ
び
公
共
施
設
の
移

転
、
代
替
地
の
確
保
、

施
設
の
統
廃
合
な
ど
多

く
の
課
題
が
山
積
し
て

い
る
。

　
過
日
、
全
員
協
議
会

で
各
担
当
課
が
取
り
ま

と
め
た
施
設
の
課
題
、

　　YouTube
一般質問の様子はこちら

小浜の蔵
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真鍋和崇 議員

問　
急
速
な
開
発
ニ
ー

ズ
の
高
ま
り
、
慢
性
的

な
交
通
混
雑
、
緑
地
の

喪
失
な
ど
、
生
活
環
境

の
悪
化
が
危
惧
さ
れ
て

い
る
。

　
都
市
基
盤
へ
の
過
負

荷
、
住
環
境
の
質
的
低

下
が
看
過
で
き
な
い
状

況
と
見
る
べ
き
で
は
。

　
①
事
業
者
へ
の
コ
ン

プ
ラ
イ
ア
ン
ス
遵
守
②

住
民
へ
の
丁
寧
な
説
明

問
開
発
ニ
ー
ズ
の
高
ま
り
を
受
け
、良
好

な
住
環
境
の
確
保
を

答
居
住
環
境
の
保
全
と
開
発
の
両
立
が
課

題
だ
。開
発
指
導
要
綱
の
見
直
を
検
討

77
億
。
町
長
の
率
直
な

自
己
評
価
は
。

答　
町
長　
予
算
編
成

に
当
た
り
財
政
調
整
基

金
に
頼
る
部
分
も
あ
る

が
、
将
来
投
資
を
視
野

に
入
れ
た
健
全
な
財
政

運
営
が
行
え
て
い
る
。

問　
本
町
の
実
質
公
債

費
比
率
は
。

答　
企
画
課　
６
年
度

決
算
時
は
5
・
1
。
県

内
の
町
村
の
中
で
は
一

番
低
い
。
今
年
度
予
算

編
成
後
は
5
・
6
％
と

推
計
。

問　
健
全
財
政
と
い
え

る
一
方
で
、
将
来
へ
の

投
資
に
慎
重
に
な
り
過

ぎ
て
い
る
の
で
は
。
適

切
な
借
入
金
の
活
用
で

迅
速
な
施
設
整
備
を
。

答　
町
長　
地
方
債
を

最
大
限
活
用
し
、
事
業

展
開
を
図
る
。

第
三
者
委
員
会
の

報
告
と
町
長
の
受

け
止
め

問　
『
町
政
の
在
り
方

に
つ
い
て
の
第
三
者
委

員
会
』
は
「
職
員
の
休

職
・
退
職
に
至
っ
た
原

因
は
、
経
験
の
な
い
職

務
の
不
慣
れ
で
責
任
あ

る
立
場
と
な
り
精
神
的

負
担
が
過
大
に
な
っ
た

こ
と
」
が
挙
げ
ら
れ
、

「
前
町
長
時
の
独
断
に

よ
る
人
事
が
起
因
」
と

報
告
し
て
い
る
。

答　
町
長　
職
員
の
特

性
・
業
務
状
況
等
を
把
握

し
、
人
事
に
反
映
す
る
。

問　
全
国
の
類
似
団
体

で
一
般
行
政
部
門
の
正

規
職
員
数
は
最
下
位
。

「
変
え
て
い
く
」
と
い

う
姿
勢
を
。
職
員
定
数

（
１
２
０
）
を
満
た
し
、

余
裕
を
持
っ
た
職
員
定

数
へ
の
改
定
を
。

答　
町
長　
ま
ず
は
職

員
定
数
に
近
づ
け
、
必

要
が
あ
れ
ば
定
数
の
見

直
し
も
対
応
す
る
。

　

窓
口
対
応
時
間
の
短

縮
、
宿
直
業
務
の
専
門

員
配
置
で
超
過
勤
務
と

負
担
の
軽
減
に
努
め
る
。

防
災
機
能
を
備
え

た
都
市
公
園
―
検

討
状
況
は

問　
住
民
か
ら
１
２
０

０
筆
を
超
え
る
署
名
と

共
に
請
願
が
提
出
さ
れ

て
い
る
。検
討
状
況
は
。

答　
町
長　
慎
重
な
検

討
が
必
要
。
総
合
計
画

で
方
向
性
を
整
理
し
議

論
を
進
め
る
。

問　
あ
ら
ゆ
る
条
件
を

テ
ー
ブ
ル
に
載
せ
た
交

渉
を
直
ち
に
開
始
を
。

答　
町
長　
あ
ら
ゆ
る

可
能
性
を
模
索
す
る
。

【
そ
の
他
の
質
問
】

〇
高
齢
者
福
祉
の
充
実

を
・
訪
問
介
護

・
ケ
ア
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー

の
処
遇
改
善

・
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
事
業

　
　
事
業
所
へ
の
支
援

を
す
す
め
、
安
心
し

て
介
護
を
受
け
ら
れ

る
体
制
づ
く
り
を

の
義
務
化
③
相
談
窓
口

の
設
置
と
正
確
な
情
報

発
信
を
求
め
る
。

答　
町
長　
居
住
環
境

の
保
全
と
の
両
立
が
課

題
。
町
開
発
指
導
要
綱

の
見
直
を
検
討
す
る
。

町
長
の
基
本
姿
勢

は問　
町
長
が
任
期
中
に

や
り
遂
げ
た
い
と
考
え

る
政
策
は
。

答　
町
長　
老
朽
化
に

対
応
す
る
公
共
施
設
整

備
を
ど
う
進
め
る
か
が

優
先
的
な
政
策
課
題
だ
。

　
中
で
も
、
小
学
校
体

育
館
の
建
て
替
え
、
給

食
調
理
場
の
整
備
を
進

め
た
い
。

令
和
８
年
度
の
当

初
予
算
―
財
政
上

の
課
題

問　
今
年
度
予
算
は
約

　　YouTube
一般質問の様子はこちら
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ここが聞きたい! 一般質問

的
な
要
因
が
あ
る
と
考

え
て
い
る
。

問　
退
職
す
る
職
員
に

対
し
、
ど
の
よ
う
に
受

け
止
め
て
い
る
の
か
。

答　
町
長　
退
職
理
由

は
様
々
で
あ
り
、
新
天

地
で
頑
張
っ
て
く
だ
さ

い
と
し
か
言
い
よ
う
が

な
い
。

問　
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
認

定
後
も
議
員
の
実
名
が

示
さ
れ
な
い
中
で
、
職

員
は
守
ら
れ
て
い
る
と

言
え
る
の
か
。
議
員
を

守
っ
て
い
る
よ
う
に
見

え
る
と
の
声
も
あ
る
が

認
識
は
。

答　
町
長　
個
別
の
認

定
内
容
は
議
会
の
自
立

性
の
問
題
で
あ
り
、
判

断
や
調
整
は
控
え
る
。

問　
第
三
者
委
員
会
に

関
す
る
発
言
の
有
無
に

つ
い
て
。

答　

町
長　
「
弁
護
士

を
儲
け
さ
せ
る
も
の
」

と
の
趣
旨
の
発
言
を
し

た
か
も
し
れ
な
い
。
町

民
か
ら
の
指
摘
を
受
け

て
の
発
言
で
あ
り
、
税

金
を
使
っ
て
い
る
こ
と

は
重
く
受
け
止
め
て
い

る
。

問　
町
長
の
言
動
（
打

ち
合
わ
せ
時
の
居
眠
り

や
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
操

作
）
が
職
員
の
士
気
に

与
え
る
影
響
に
つ
い
て

ど
の
よ
う
に
認
識
し
て

い
る
の
か
。

答　
町
長　
組
織
の
長

の
言
動
は
影
響
が
大
き

い
と
認
識
し
て
お
り
、

課
題
と
し
て
受
け
止

め
、
今
後
改
善
に
努
め

て
い
き
た
い
。

問　
町
民
有
志
か
ら
の

要
望
書
への
対
応
に
つ
い

て
、
個
別
に
回
答
し
て

い
な
い
こ
と
は
適
切
か
。

答　
町
長　
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
や
広
報
紙
で
考
え

方
を
公
表
し
、
対
応
と

説
明
は
行
っ
た
と
考
え

て
い
る
。

問　
町
政
へ
の
信
頼
回

復
に
向
け
た
具
体
的
工

程
と
期
限
、
ま
た
果
た

さ
れ
な
か
っ
た
場
合
の

責
任
は
。

答　
町
長　
期
限
を
示

す
こ
と
は
難
し
い
が
、

行
動
で
示
す
。
信
頼
回

復
が
で
き
な
け
れ
ば
、

そ
の
と
き
に
は
決
断
す

る
。

問　
ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー

支
援
の
現
状
と
今
後
の

取
組
は
。

答　
教
育
長　
教
育
相

談
等
で
把
握
し
、
福
祉

と
連
携
し
て
対
応
。

問　
ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー

は
外
か
ら
見
え
に
く

く
、
本
人
が
自
覚
し
て

い
な
い
場
合
も
多
い
課

題
。
本
町
の
現
状
認
識

と
支
援
体
制
は
。

答　
教
育
長　
小
学
校

で
年
２
回
、
中
学
校
で

年
３
回
の
教
育
相
談
を

通
じ
て
家
庭
状
況
を
把

握
し
、
欠
席
状
況
や
生

活
の
様
子
な
ど
か
ら
総

合
的
に
判
断
し
て
い

る
。

問　
本
人
が
困
難
を
自

覚
し
て
い
な
い
場
合
、

ど
の
よ
う
に
見
守
り
支

援
に
つ
な
げ
て
い
る
の

か
。

答　
教
育
長　
日
常
の

学
習
態
度
や
友
人
関

係
、
遅
刻
・
欠
席
状
況

な
ど
を
総
合
的
に
見
守

り
、
必
要
に
応
じ
て
学

校
教
育
課
や
こ
ど
も
未

来
課
と
連
携
し
支
援
に

つ
な
げ
て
い
る
。

問　
教
職
員
の
気
づ
き

を
高
め
る
取
組
と
ス
ク

ー
ル
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
と

の
連
携
は
。

答　
教
育
長　
研
修
を

実
施
し
、
校
内
で
情
報

共
有
を
行
い
組
織
的
に

対
応
。
ス
ク
ー
ル
カ
ウ

ン
セ
ラ
ー
と
は
必
要
に

応
じ
て
連
携
し
て
い

る
。

問 町長は、職員や町民に信頼されて
いると認識しているのか

答 分からない

問　
職
員
の
尊
厳
と
町

政
へ
の
信
頼
は
守
ら
れ

て
い
る
の
か
。
ま
た
組

織
の
長
と
し
て
現
状
を

ど
の
よ
う
に
認
識
し
て

い
る
の
か
。

答　
町
長　
議
員
が
ハ

ラ
ス
メ
ン
ト
認
定
さ
れ

た
こ
と
は
あ
る
が
、
そ

れ
が
職
員
に
対
す
る
も

の
か
ど
う
か
は
限
定
さ

れ
て
い
な
い
。
職
員
が

安
心
し
て
働
け
て
い
る

か
、
ま
た
信
頼
さ
れ
て

い
る
か
に
つ
い
て
は
分

か
ら
な
い
。

問　
職
員
退
職
の
要
因

と
組
織
運
営
上
の
課
題

認
識
は
。

答　
町
長　
業
務
負
担

や
人
事
配
置
な
ど
複
合

　　YouTube
一般質問の様子はこちら
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業
務
を
効
率
よ
く

実
行
す
る
た
め
に

「
人・物・金
」の

３
要
素
の
内「
人
」

の
重
視
を

問　
第
三
者
委
員
会
の

報
告
に
つ
い
て
問
１
、

カ
ウ
ン
タ
ー
内
に
入
る

行
為
に
つ
い
て
庁
舎
管

理
責
任
を
か
つ
て
提

言
。

答　
町
長　
会
議
室
等

問
①
議
会
の
事
務
検
査
権
及
び
②
監
査
請
求
権
に
つ
い
て
⇒
②「
真
正

怠
る
事
実
＝【
瑕
疵
】」は
地
自
法
の
1
年
制
限
は
適
用
さ
れ
な
い

答
監
査
事
務
局
⇒
監
査
の
実
施
を
判
断
す
る
立
場
に
あ
る
監
査
委
員

に
対
し
、適
切（
法
的
根
拠
）に
報
告
を
行
い
た
い
と
考
え
て
い
る

問　

空
調
機
の
価
格

が
、
発
注
形
態
（
工
事

と
備
品
）
で
異
な
る
と

す
る
元
町
長
答
弁
。

答　
町
長　
議
会
が
チ

ェッ
ク
機
能
を
果
た
す
為

に
答
弁
は
正
確
性
と
誠

実
さ
が
重
要
と
考
え
る
。

問　
①
M
C
A
は
輻
輳

す
る
た
め
専
用
波
を
選

択
し
た
答
弁
、
②
信
義

誠
実
さ
に
欠
片
も
な
い

前
町
長
の
姿
勢
に
つ
い

て
問
う
。

注
②
の
概
要
、
中
学
校

の
瑕
疵
工
事
（
タ
コ
足

配
線
）
を
町
民
の
会
の

仲
間
と
発
見
し
無
償
工

事（
約
1
0
0
万
円
弱
）

実
施
す
る
も
、礼
な
し
。

答　
町
長　
す
べ
て
の

答
弁
に
つ
い
て
誠
実
な

対
応
を
心
が
け
る
。

議
会
の
事
務
調
査
権

及
び
監
査
請
求
権

問　
私
の
一
般
質
問
に

「
瑕
疵
＝
（
真
正
怠
る

事
実
）」
と
い
う
文
言

が
度
々
出
て
く
る
が
監

へ
の
誘
導
す
る
等
の
議

員
提
案
を
含
め
、
再
発

防
止
に
努
め
る
。

問　
「
お
め
え
」
発
言

に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ま

で
の
経
緯
が
重
要
と
思

慮
、
文
書
等
を
基
調
と

す
こ
と
を
提
案
す
る
。

答　
町
長　
重
要
な
事

項
等
に
つ
い
て
は
、
記

録
と
し
て
残
し
、
適
切

な
対
応
に
つ
と
め
ま
す
。

説
明
責
任
と
新
機

構
改
革

答　
町
長　
〇
企
画
総

務
部
に
お
い
て
は
、
法

令
関
係
資
料
を
活
用
し

カ
ス
タ
マ
ー
ハ
ラ
ス
メ

ン
ト
対
策
等
知
識
向
上

に
努
め
る
〇
住
民
福
祉

部
に
お
い
て
は
、
法
令

関
係
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス

や
公
務
員
倫
理
研
修
等

を
通
じ
て
〇
都
市
整
備

部
に
お
い
て
は
、
公
共

事
業
や
上
下
水
道
分
野

の
知
識
の
向
上
に
努
め

業
務
に
反
映
さ
せ
る
〇

教
育
次
長
に
お
い
て
は
、

地
方
教
育
制
度
や
学
校

保
健
衛
生
・
給
食
等
に

つ
い
て
適
切
な
業
務
運

営
に
努
め
る
。

下
水
道
料
金
の
算

出
根
拠
と
使
途

問　
〇
工
事
費
〇
維
持

費
等
に
使
わ
れ
て
い
る

の
か
、
又
◎
補
助
金
◎

一
般
財
源
の
関
係
に
つ

い
て
。

問　

平
成
28
年
に
約

6
5
0
0
万
円
で
流
下

先
岡
山
市
、
令
和
７
年

度
に
中
山
団
地
経
由
早

島
処
理
区
工
事
費
約

1
5
0
0
万
円
等
に
つ

い
て
問
う
。

　

答
は
求
め
ず
、
後
日

情
報
開
示
を
し
町
民
の

皆
様
へ
お
知
ら
せ
す
る
。

過
去
の
不
適
切
な

答
弁

　　YouTube
一般質問の様子はこちら

ここが聞きたい! 一般質問

査
の
要
否
に
つ
い
て
問

い
、
議
会
及
び
住
民
に

周
知
の
た
め
。

答　
監
査
事
務
局　
監

査
の
実
施
を
判
断
す
る

立
場
に
あ
る
監
査
委
員

に
対
し
、
適
切
（
法
的

根
拠
）
に
報
告
を
行
い

た
い
と
考
え
て
い
る
。

子
ど
も
の
遊
び
場

不
足

問　
住
民
サ
ー
ビ
ス
の

低
下
（
中
学
生
は
３
年

間
は
短
期
）は
回
避
要
。

答　
教
育
長　
指
定
管

理
を
維
持
し
つ
つ
安
全

管
理
公
平
性
を
担
保
し

た
い
〇
南
グ
ラ
ン
ド
は
北

の
サ
ブ
グ
ラ
ン
ド
を
〇
若

宮
グ
ラ
ン
ド
は
利
用
時

間
の
空
き
を
活
用
す
る
。

副
町
長
空
席
と
そ

の
対
策

答　
町
長　
問
題
・
課

題
に
つ
い
て
は
、
町
民
の

皆
様
や
議
会
の
理
解
が

得
ら
れ
る
行
政
運
営
が

重
要
と
認
識
し
て
い
る
。

佐藤辰美 議員
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総社市議会の皆様が「アートチャイルドケア
みんなプラザ早島」を視察されました

　総社市議会 文教福祉委員会の委員７名と事務局
１名の計８名の皆様が、行政視察のため来庁されま
した。
　本町の先進的な子育て支援施設である「アートチ
ャイルドケアみんなプラザ早島」を対象に研修が行
われ、早島町議会からは施設開設の経緯やコンセプ
ト、運営費などの概要を説明いたしました。
　その後、一行は実際に施設内を視察。現場で働く
職員の案内により、児童館や保育室、プレイルーム
などの設備を直接確認されました。
　現場職員からの説明に対し、委員の皆様からは以
下のような具体的なご質問をいただきました。
・保育園： 既存施設とのスムーズな連携体制や、園

児の生活環境について
・児童プラザ： 多彩なイベントの企画運営や、安全

を確保するための職員配置の工夫
　実際に施設内を歩き、現場職員の声に耳を傾ける
委員の皆様の姿からは、本町の取り組みを深く学
ぼうとする熱意が感じられました。 質疑応答では、
利用状況の詳細についても活発な意見交換が行わ
れ、非常に実りある現地視察となりました。

　早島町は明治29年の町制施行から数えて
130周年という記念すべき節目を迎え、この
たび記念式典が盛大に挙行されました。
　式典では、町政の振興に多大な功績を残さ
れた方々へ「功労者表彰」が、また他の模範
となる優れた善行のあった方々へ「善行表彰」
がそれぞれ贈られました。功労者表彰におい
ては、地域社会の発展に尽力されている細田
貴道町議会議員もその一人として選ばれ、表
彰されました。 受賞された皆さまの長年のご

献身と、地域を思う尊い活動に、会場からは温かい拍手と深い敬意が送呈されました。
　かつての「い草」が薫る伝統のまちから、現在は交通の要衝として、そして子育て世代に選ばれる活
力あるまちへと、本町は時代に合わせて力強く変遷を遂げてきました。この大きな節目は、先人たちの
たゆまぬ努力と、町民の皆さまの温かい支えがあったからこそ到達できたものです。
　議会といたしましても、この130年の歩みを誇りに、次の140年、150年に向けて、誰もが「ずっと
住み続けたい」と思える持続可能なまちづくりに、決意を新たに邁進してまいります。

町政施行130周年記念式典：
輝く歴史を胸に、次なる時代へ
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不当要求行為等防止対策条例ができました
　3月定例会において、議員発議によって「不当要求行為等防止対策条例」が
提案され、全会一致で可決されました。

条例制定の背景
　「早島町政のあり方に関する第三者委員
会」の報告が本年行われ、カスタマーハ
ラスメント・不当要求の発生が職員の業務
負担・精神的負担を増大させている原因
になっている」と指摘されました。また、
早島町職員が安心して職務を行うことが
できるよう、いわゆる『カスタマーハラ
スメント』の防止条例の制定と対策の具
体化が求められました。
　報告を重大な問題提起として受け止め、
議会として本条例の制定に至りました。

不当要求行為・カスタマーハラスメントとは？
ア　身体の一部や器具を使って、故意に職員を傷つけようとする行為 
イ　職員が恐怖を感じ、反論し得ない状況に追い込む程度の強迫行為 
ウ　正常な業務が遂行できない程度の喧騒行為 
エ　粗野又は乱暴な言動により、職員に嫌悪の情を抱かせる行為 
オ　侮辱又は誹謗中傷する言動により、職員に精神的苦痛を与える行為 
カ　正当な権利行使を装い、又は団体の威力を示す等社会常識を逸脱した手段により、物品の購入、

金品、謝罪、権利等を不当に要求する行為 
キ　職員の承諾なく写真撮影、録音、録画等を行い、これらをインターネット、SNS等により拡散

することにより、職員個人のプライバシーを侵害し、又は名誉を毀損する行為

早島町の責務（第三者委員会報告より抜粋と要約）
　行政機関のみならず様々な事業所等において、住民、利用者、顧客等によるカスタマーハラス
メント、不当要求が問題となっていることは周知の事実であり、早島町においてもその例外では
ない。
　たとえ議員や町民といえども、度を過ぎたクレームや不当要求は状況により、不法行為に該当し、
さらには職務強要等の犯罪行為にも該当する場合もあり得る。そして、このようなカスタマーハ
ラスメント、不当要求に対しては、毅然とした対応が求められる。

早島町議会ハラスメント条例（案）の策定状況について
　令和７年９月議会において「議会ハラスメント防止対策特別委員会」が設置されました。
　委員会は、平岡（委員長）、根木、古田、水畑各委員で構成され、この間、条例文の構成につい
て検討しています。６月定例会にて制定をめざし議論をすすめています。


